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様々な形態の高齢者施設における
感染対策について

国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター 第四室

実地疫学研究センター （併任）

主任研究官 感染管理認定看護師

黒須 一見

2023年5月25日
新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の
高齢者施設における感染対策研修会
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本日の内容

５類に移行後の高齢者施設における感染対策

 平時の対応（普段から留意すること、予防策）

• 感染者発生時の対応（感染者への対応）

• 面会時の対応

• 陽性職員の対応等

 市中流行時の対応



施設での対策：～2023年5月7日

ワクチンの接種（入所者、職員）換気の徹底

ユニバーサルマスキング
入所者がマスクをできない場合に

職員のN95マスクと眼の保護
ソーシャルディスタンスの確保

家族の面会制限
（ワクチン接種した人限定）
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施設の構造

高齢者施設には様々な種類がある

公的施設

• 特別養護老人ホーム

• 養護老人ホーム

• 介護老人保健施設

• 介護医療院

• ケアハウス

民間施設

• 介護付き有料老人ホーム

（特定施設入居者生活介護）

• 住宅型有料老人ホーム

• 健康型有料老人ホーム

• サービス付き高齢者向け住宅

• グループホーム

• 高齢者向け分譲マンション

既にご存じのことですが



茨城県内の老人福祉施設 令和5年4月1日現在

施設種別
施設数

公立 民間 計
養護老人ホーム 4 10 14 
特別養護老人ホーム 4 265 269
介護老人保健施設 － 130 130 
介護医療院 － 9 9 
介護療養型医療施設 － 6 6 
軽費老人ホーム - 2 2 
軽費老人ホーム（ケアハウス） - 48 48 
認知症高齢者グループホーム - 296 296
有料老人ホーム - 420 420

老人休養ホーム 1 - 1 

老人デイサービスセンター（通所介護事業所） 5 572 577 

老人デイサービスセンター
（地域密着型通所介護事業所）

- 443 443 

地域包括支援センター 22 70 92
在宅介護支援センター 54 - 54
老人福祉センター 48 1 49 
老人憩の家 5 - 5 
老人福祉施設付設作業所 5 2 7 

（計） 148 2,274 2,422 



6

多くの介護を必要とする施設の例
特別養護老人ホーム
介護医療院
介護付き有料老人ホームなど

一部介護を必要とする施設の例
養護老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
グループホーム
ケアハウス

介護があまり必要でない施設の例
健康型有料老人施設
サービス付き高齢者向け住宅
高齢者向け分譲マンション

相部屋（多床
室）がある

食堂、トイレや
お風呂が共用

個室が多い
食堂、トイレや
お風呂が共用

ほぼ個室
ロビーやお風呂
など一部共用
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構造の違いによる感染症発生時のメリット・デメリット

施設の種類 メリット デメリット

多くの介護を必要
とする施設

・感染エリアをわけやすい
・複数の感染が発生した際に
コホートできる

・相部屋では、職員を介した
感染が起きる

・大規模な感染になりやすい

一部介護を必要
とする施設

・個別の対応が可能
・陽性者のエリアをわけやすい

・共用場所での感染
・職員を介した感染もある

介護があまり必要
でない施設

・発生単位が少ない
・個別の対応が可能

・共用場所での感染
・陽性者のエリアをわけにくい

『高齢者施設』と一言でいっても、施設構造の相違、医療従事者の常駐や感染対策の専門
家に相談できる体制がないなど様々である
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5類移行後の施設における平時の対応

・基本的な感染対策
・施設内で陽性者が発生した際の対応
・面会対応
・陽性職員の対応
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新型コロナウイルス感染症の感染経路と対策

感染経路

• 微小飛沫あるいはエアロゾルの吸入：屋内、換気不良、長時間

• 口、鼻、目の粘膜への飛沫の付着

• ウイルスが付着した手指による粘膜（口、鼻、目）への接触

吸入、飛沫の付着、粘膜への接触の３つの経路

感染対策の基本的な考え方

• 基本的な感染対策の実施：手指衛生、三密の回避、換気

• 適切なマスクの着用

日本環境感染学会 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版より
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide5.pdf



施設での対策：5類移行後2023年5月8日～

換気の徹底 勤務者・訪問者のマスク着用

平時

手指衛生
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手指衛生方法の選択

はい いいえ

擦式アルコール手指消毒剤による
手指消毒

流水と石鹸による
手洗い

就業前、患者に触れる前、
与薬前、環境に触れた後など

排泄後、清掃後、
調理前後など
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手指衛生（手洗い・手指消毒）の場面

私たちは日常生活において手指衛生を実践している
食事前、排泄後、帰宅後、手が汚れた時など

理由
・自分自身が感染症にかからないようにするため
・家族や大切な人を感染症から守るため

高齢者介護施設での手指衛生では、さらに
・利用者ごと：別の利用者に触れるとき
・場面が変わるとき：部屋の入退室時など

にも実施する

コロナが5類
移行しても
変わらない



換気

• 「病院設備設計ガイドライン（空調設備編）」はあるが、福祉施設向けのガイドラインはない

日本医療福祉設備協会は、医療福祉施設という表現で記述している

• 2017年に全国特別養護老人ホームに実施したアンケート 有効回答数767票（13％）

金 勲, 阪東 美智子, 大澤 元毅, 林 基哉．高齢者施設の室内環境及び空調設備の管理実態に関する全国調査.
日本建築学会環境系論文集, 82 (736) 2017. 589-597

換気設備方式 居室 共用室

中央式換気設備 17％ 20％

ハイブリッド式
（機械、自然換気複合式） 9％ 10％

換気扇 69％ 64％

無し 5％ 5％

換気管理基準を設けている施設は、
夏季3割、冬季4割

換気調節の実施
規則的に実施：5割
気になった時、
気づいた時のみ換気：5割
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換気

施設の構造にもよるが、以下について確認
• 空気の流れを確認：給気口と排気口の気流、汚染の有無など
• 空調が機能しているか確認→特に古い建物の場合、給排気能力が落ちていないか

休憩室や事務室等は、窓開けが可能であればこまめに窓を開けて換気

窓がない場合は、空気清浄機（狭い空間）やサーキュレーターなどを設置して換気を図る

休憩後など人が密集する際は特に換気に注意する
可能であれば、CO2モニターで密集時の状況を把握する
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マスクに関する政府の方針

（２）着用が効果的な場面の周知等

• 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐ
ため、マスク着用が効果的な下記の場面では、
マスクの着用を推奨する。

• 医療機関受診時

• 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・
生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時

• 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（※２）
に乗車する時（当面の取扱）

※２ 概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、
通勤ライナー、高速バス、貸切バス等）を除く。

• そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に
重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時に
ついては、感染から自身を守るための対策として
マスクの着用が効果的であることを周知していく。

令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部
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“効果的かつ負担の少ない”
医療・介護場面における感染対策

令和4年6月8日
第87回アドバイザリーボード資料より
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表１．“効果的かつ負担の少ない”医療・介護場面における感染対策

標準予防策として

第87回アドバイザリーボード資料より

陽性者が確認された際

デイケア、デイサービス等の対応



施設内で陽性者が確認された際の感染対策の例
無症状者（感染者を除く）への対策 有症状者（感染者を含む）への対策

標準予防策 • 患者に触れる前後の手指衛生の徹底
• 患者や利用者の体液や排泄物に触れたときは、直後に手指衛生を行う
• 予測される汚染度に応じて、適切な防護具をあらかじめ着用する

接触予防策 •体液や排泄物への汚染が想定されない限り、
エプロンやガウンを着用する必要はない

• 環境表面を定期的に消毒する必要はない

• 身体密着が想定される場合には、接触度に応じてエプロンや
ガウンを着用する

• 有症状者が触れた環境で、他の人が触れる可能性があるとき
は速やかに消毒する

飛沫予防策 • 患者や利用者、医療者、介護者の双方が、屋内で対面するときはサージカルマスクを着用する

• フェイスシールド等で眼を保護する必要はない • 有症状者がマスクを着用していない場合＊にはフェイスシー
ルド等で眼を保護 ＊口腔内診察、口腔ケア、食事介助、入浴支援等

エアロゾル対策 • 室内換気を徹底する（十分な機械換気 または窓やドアから風を入れる）

• 日常的に N95 マスクを着用する必要はない • エアロゾル排出リスクが高い場合（咳嗽、喀痰吸引や口腔
ケアの実施）には医療者や介護者は N95マスクを着用する

空間の分離
（ゾーニング）

• 無症状者同士の接触を制限する必要はない • 有症状者と他の患者や利用者が空間を共用することのないよ
う、個室での療養を原則とする
トイレも専用とすることが望ましい

• 専用病棟（病棟全体のゾーニング）は基本的には不要

第87回アドバイザリーボード資料 表２．医療機関および社会福祉施設における感染対策の考え方 を一部改変
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「医療機関向け」となっているが、第５版の内容から緩和されている事項もあり、
高齢者施設での対策について検討する資料として掲載しました
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1) 医療機関における基本的な考え方

5類への移行によって社会的ルールは変更されるが、新型コロナウイルスの性質が変わるわけではない

医療機関における感染対策の緩和はクラスター発生などの誘因となり、一般診療にも大きな影響が

出るため、医療機関での感染対策の基本は変わらない

特に、無症状の感染者がいることを前提として、院内では可能な限り医療従事者および患者の両方

がマスクを常時着用することが前提となる

2) 面会への対応について

入院患者への家族等の面会については、患者やご家族などに配慮して制限の緩和を推奨する

ただし、それぞれの医療機関の判断は尊重すべきと思われる

緩和したとしても、面会者から患者への感染リスクを考慮して、マスクの着用義務、時間の短縮化、

人数の制限など一定程度の条件を設けることは妥当と思われる

施設では・・・
平時：勤務者・訪問者のマスク着用
流行時：勤務者・訪問者・入所者のマスク着用（ユニバーサルマスキング）

面会の制限を緩和する施設でも、参考になる対策
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5) 医療従事者の感染あるいは濃厚接触への対応について

• 感染した医療従事者の対応

医療機関を対象として実施したアンケート調査では、院内のクラスター発生の原因として、

医療従事者の感染が発端となって広がったケースが多いことが示されている

医療従事者が感染した場合の休業期間の短縮は、医療従事者からの感染リスクを高めるため、

推奨はできない

ただし、検査の実施による陰性化の確認は期間短縮の手段として有用と思われる

感染者への抗ウイルス薬の投与によって、ウイルスの排出期間を短くすることは可能である

現在までのところ、抗ウイルス薬投与後、二次感染を減らすとする明確なエビデンスはない

• 濃厚接触の医療従事者の対応

感染者との接触状況を踏まえて感染リスクが高いと考えられる医療従事者に対しては、

一定期間の休業も検討する

曝露後予防としての抗ウイルス薬の投与についてはエビデンスは得られておらず、

適用が取れていないため推奨はできない

施設の勤務者が感染した場合、あるいは勤務者が濃厚接触した場合の
対応として、これらを考慮する
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本日の内容

５類に移行後の高齢者施設における感染対策

 平時の対応（普段から留意すること、予防策）

• 感染者発生時の対応（感染者への対応）

• 面会時の対応

• 陽性職員の対応等

 市中流行時の対応



23

5類移行後の施設における市中流行時の対応

・市中感染が増えてきたら、社会生活でも感染対策のギアを１つあげる



施設での対策：5類移行後2023年5月8日～

換気の徹底 勤務者・訪問者のマスク着用

入所者がマスクをできない場合
職員の眼の保護

面会制限
（有症状者、短時間など）

平時

市中での
流行がみら
れたとき

手指衛生

ユニバーサルマスキング

プラス
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地域の流行はどこで確認する？

これからは各自で情報収集を行う必要がある

令和5年5月8日に、新型コロナウイルス
感染症が「5類感染症」に位置づけられ、
医療機関等の届出による毎日の「全数
把握」から、県内約120か所における週
1回の「定点把握」に移行しました。
これに伴い、県内の発生状況等について
は、毎日の公表を終了し、原則毎週
木曜日に、「定点当たりの患者数等」を
下記のページで公表します。
感染症流行情報（週報）
5月17日時点の重症・中等症2の入院
患者数：15人（うち、重症1人）

茨城県ホームページより



新型コロナと感染症・医療情報

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/pref/ibaraki.html



まとめ：5類移行後の施設での対策

換気の徹底 勤務者・訪問者のマスク着用

入所者がマスクをできない場合
職員の眼の保護

面会制限
（有症状者、短時間など）

平時

市中での
流行がみら
れたとき

手指衛生

ユニバーサルマスキング
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ご清聴ありがとうございました


